
平成２３年６月９日

株 主 各 位

岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５番地の１

代表取締役社長 田 中 義 一

第６６回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申しあげますと
ともに、一日も早い復興を心からお祈り申しあげます。
さて、当社第６６回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議
決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、総会開催日の前日の平成２３年６月２３日
（木曜日）午後５時３０分までに当社に到着するようご返送いただきたくお願い申しあ
げます。 敬 具

記

１．日 時 平成２３年６月２４日（金曜日）午前１０時
２．場 所 岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５番地の１

当社本社５階会議室
３．目的事項

報告事項 第６６期（平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで）事業報告の内容及び

計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役１１名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（http : //www.sunmesse.co.jp/）に掲載させていただきます。

（証券コード ７８８３）
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（添付書類）

（１）事業の経過及びその成果
当事業年度におけるわが国経済は、株価低迷や円高を背景に、企業収益の減少
や設備投資の抑制、さらにはデフレ懸念と雇用情勢の悪化傾向などに起因する景
気の不透明感が見られるものの、一部に改善の兆しが見え始めておりました。し
かしながら、年度末に発生いたしました東日本大震災の国内経済に及ぼす影響は
計り知れず、先行きの情勢は見通せない状況となっております。
印刷業界におきましても、紙媒体から電子媒体への移行に伴う需要の減少が進
む中、同業者間の受注競争の激化や企業の経費削減による需要の減少が続くなど、
依然として厳しい経営環境で推移いたしました。
当社は、このような事業環境の中で「創業７５周年『原点回帰の年』」を会社の年
度方針として、改めて創業時の精神に立ち返り、お客様により密着した営業活動
で顧客満足を高めると共に、常に新しい取り組みや新分野へ挑戦し、更なる技術
力の向上に努めることにより収益の改善に努めてまいりました。
これらの結果、売上の部門別では、一般商業印刷物は、特にカタログ・ダイレ
クトメールやポスター等が前事業年度を上回り、１０３億１０百万円（前事業年度比
１０４．６％）となりました。また、出版印刷物は１７億３３百万円（前事業年度比９９．２％）、
包装印刷物はパッケージ等が前事業年度を上回り２０億９４百万円（前事業年度比
１２９．５％）となりました。
利益面におきましては、依然として受注単価の低迷が改善されない状況ではあ
りましたが、受注の増加により売上高が増加したことや、原材料費が比較的下げ
基調で推移したことなどの影響もあり、２期連続の赤字という厳しい状態から黒
字に転換することができました。
以上の結果、売上高は１４１億３８百万円と前事業年度に比べて６．９％の増収となり、
利益面におきましては、営業利益７８百万円、経常利益１億６６百万円、当期純利益
は１１百万円とそれぞれが増益となりました。
なお、期末配当金につきましては、平成２３年５月２０日開催の取締役会において、
１株当たり３円と決議しております。平成２２年１２月６日に中間配当として１株当
たり３円を実施しておりますので、当事業年度の配当金は１株当たり６円となり
ます。

（２）設備投資の状況
当事業年度における設備投資の総額は、２億８２百万円であり、合理化・省力化
を目的とした機械装置の購入（リース資産を含む）のため２億３６百万円、車両購
入その他に４５百万円を投資いたしました。

事 業 報 告
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

１．会社の現況に関する事項
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（３）資金調達の状況
当事業年度においては、長期借入金で２億円調達いたしました。

（４）対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、世界的な景気低迷の影響は緩やかに改善の動き
が見られたものの、このたび発生いたしました東日本大震災の復興の見通しや国
内経済に与える影響など不透明な状況です。
このような環境下にあって当社は、思い切った変化を求め「構造改革の年」を
会社方針としました。ペーパーレス化に伴う需要の減少が進む中、変化に柔軟に
対応して更なる新市場、新技術への挑戦を推し進めると共に、収益性を改善する
ため、引き続き生産性の向上、品質の確保、徹底したコスト低減を図り、企業体
質の強化に努めてまいります。
具体的には、次のとおりであります。
①「顧客第一主義」と捉え、顧客密着度を高めたフェイス・トゥ・フェイスで
のソリューション型営業展開を推し進め、新規成長顧客や直接クライアント
の開拓と共に既存顧客の深耕にも力を入れながら、高付加価値営業を推進し
てまいります。
②ソフト部門の能力アップ及び外部ブレーンの充実を図り、企画競争力を増強
し、価格競争によらない特命受注の増加を図ると共に、科学的な分析による
作業フローの見直しによって原価の低減を図り、顧客の信頼を得る価格設定
を行うよう努めてまいります。
③デジタルデータを活用するビジネスモデルやデジタル技術を活用した印刷物
製作技術を積極的に販促展開して、単なる印刷物から高付加価値製品への脱
皮を図り、印刷物から広がる派生ビジネスとして、当社のあらゆる部門と協
業、拡販してワンソース・マルチユースを進めてまいります。また、あらゆ
る分野の叡智を結集して既存の印刷物の枠を超えた新たな分野での商品開発
に取組んでまいります。
④設備力を活かし、顧客にワンストップサービスを提供できるようにするなど
あらゆるニーズに対応していくと共に、成果主義を取り入れたトップダウン
改善を展開し、生産性を向上させ、製造原価を低減させてまいります。
⑤人材育成が重要課題の一つであるとの認識に基づき、社員の専門分野の知識
・技術の向上と総合知識のレベルアップ、そして中堅社員の意識改革や管理
職の管理能力の更なるレベルアップを図るなど教育体制を充実し、社員の成
長を支援する仕組みを整備してまいります。
⑥品質、環境、個人情報保護及びＦＳＣ（森林認証）のそれぞれのマネジメン
トシステムの統合・委譲を進め、経営に役立つ簡素化された、より実践的で
効果的なマネジメントシステムへの当社独自の確立を目指してまいります。

株主の皆様におかれましても、今後ともなお一層のご支援・ご指導を賜ります
よう心よりお願い申しあげます。
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（５）財産及び損益の状況の推移
当社の財産及び損益の状況は次のとおりであります。

（６）主要な事業内容
当社は一般商業印刷を中心に出版印刷、包装印刷を営む総合印刷会社でありま
す。お客様の希望される印刷物を、企画、デザイン、製版、印刷、製本にとどま
らず、トムソン加工、製袋、表面加工に至るまでの設備を有し、一貫生産してお
ります。当社の製品の多くは受注生産ですが、カタログ発送代行システムやチラ
シ制作支援システムを開発、セキュリティと衛生管理を徹底したサービスを実施
するなど、ソリューション型の営業展開にも力を注いでおります。
また、印刷で培った情報加工ノウハウや技術を活かし、ＷｅｂサイトやＤＶＤ
などのコンテンツ制作に取り組むほか、印刷データを二次利用するデジタルデー
タベースシステムの構築、地方自治体の歴史、文化、自然をデジタルデータで残
すデジタルアーカイブシステムや大学におけるｅラーニングのシステム運用など
を行っております。
なお、主要な営業品目は次のとおりであります。

出 版 印 刷 物 取扱説明書、社史、年史、記念誌、月刊誌、行政広報、
一般書籍

包 装 印 刷 物 パッケージ、包装紙、ショッピングバッグ、宅配袋、
ダンボールケース

区 分
第６３期 第６４期 第６５期 第６６期

（当事業年度）
平成２０年
３ 月 期

平成２１年
３ 月 期

平成２２年
３ 月 期

平成２３年
３ 月 期

売 上 高（百万円） １４，６７６ １４，５１２ １３，２２２ １４，１３８

経常利益又は
経常損失（△）（百万円） ２１９ △２２ △１１７ １６６

当期純利益又は
当期純損失（△）（百万円） １０４ △１４６ △１１５ １１

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）（円） ６．０７ △８．５４ △６．７１ ０．６９

総 資 産（百万円） １８，５７６ １７，９２５ １７，７５６ １７，５７５

純 資 産（百万円） １０，９５５ １０，３９４ １０，２２０ １０，１８４

区 分 営 業 品 目

一般商業印刷物

会社案内、入社案内、入学案内、社内報、新聞、
製品カタログ、ポスター、カレンダー、
ダイレクトメール、折込広告、パンフレット、証券、
各種ビジネスフォーム、伝票、シール、ステッカー、
ノベルティ、図書カード、プリペイドカード、
ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ各種タイトル、
インターネットのホームページ、デジタルアーカイブ、
ＤＰＳ（データプリントサービス）、ＰＯＤ（プリントオ
ンデマンド）
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（７）事業所及び工場

（８）従業員の状況

（９）主要な借入先

（注）平成２３年４月に赤坂営業所は東京支店に統合されました。

（注）上記の従業員数には、他社への出向者１２名、嘱託２６名、パート１７２名
は含まれておりません。

名 称 所 在 地

本 社
東 京 支 店
大 阪 支 店
名 古 屋 支 店
岡 崎 支 店
愛 岐 支 店
岐 阜 支 店
三 重 支 店
滋 賀 支 店
赤 坂 営 業 所
京 都 営 業 所
サンメッセ情報館
本 社 工 場
中 工 場
西 工 場

岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５‐１
東京都江東区東陽３丁目２２‐４
大阪市中央区南本町１丁目３‐９
名古屋市中区大須１丁目２０‐４７
愛知県岡崎市大門４丁目８‐１１
愛知県一宮市平島２丁目１５‐２２
岐阜市須賀１丁目１‐５
三重県桑名市伝馬町１５‐２
滋賀県彦根市小泉町３００‐９
東京都港区赤坂４丁目１‐３０
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町５５８
岐阜県大垣市加賀野４丁目１‐１９
岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５‐１
岐阜県大垣市荒川町４２３
岐阜県大垣市荒川町４５２‐１

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

７４１名 ５名増 ３７．２歳 １６．１年

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行
株 式 会 社 十 六 銀 行
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行

百万円
７１０
３００
３００
２００
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２．会社の株式に関する事項
（１）発行可能株式総数 ６０，０００，０００株
（２）発行済株式の総数 １７，８２５，０５０株（自己株式６２２，５５８株含む。）
（３）株 主 数 １，０３２名
（４）大 株 主（上位１０名）

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

（注）１．当社は自己株式６２２，５５８株を保有していますが、上記大株主からは
除いております。

２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 デ ン コ ウ
株式会社大垣共立銀行
田 中 義 一
田 中 良 幸
田 中 勝 英
田 中 尚 安
田 中 茂 宏
田 中 和 子
サンメッセ従業員持株会
長 崎 好 子

株
１，８１３，０４０
８５７，０００
７１６，２１０
６４８，１１２
６４６，５００
６４３，５３６
６０５，８００
５４３，５４８
５３９，０００
２９７，８６４

％
１０．５３
４．９８
４．１６
３．７６
３．７５
３．７４
３．５２
３．１５
３．１３
１．７３
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４．会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役

（注）１．※印は代表取締役であります。
２．監査役の異動

平成２２年６月２５日開催の第６５回定時株主総会における異動
長屋 英機 監査役就任

３．取締役の担当業務の異動
平成２２年６月２５日 （新） （旧）
田中尚一郎 執行役員営業副本部長兼関東統括部長 執行役員関東統括部長

４．監査役藤塚清治、加藤文夫、伊藤 暁の各氏は、社外監査役であ
ります。

５．監査役藤塚清治、加藤文夫の両氏は、税理士として企業税務に精
通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの
であります。

６．監査役伊藤 暁氏は、経理部門の経験が長く、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有するものであります。

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

※田中 良幸

※田中 勝英

※田中 義一

木村 伸男

松井 巌

長井 芳郎

水谷 和則

田中 尚一郎

今井 稔

竹林 啓路

長屋 英機

吉野 �城

藤塚 清治

加藤 文夫

伊藤 暁

取締役会長

取締役副会長

取締役社長

取 締 役 執行役員監査室長

取 締 役 執行役員営業本部長
兼公共営業部長

取 締 役 執行役員営業副本部長
兼名古屋営業部長

取 締 役 執行役員営業副本部長
兼営業開発部長

取 締 役 執行役員営業副本部長
兼関東統括部長

取 締 役 執行役員購買本部長
兼購買部長

取 締 役 執行役員製造本部長

常勤監査役

監 査 役

監 査 役

監 査 役

監 査 役

税理士（藤塚清治税理士事務所）
税理士（加藤文夫税理士事務所）
セイノーホールディングス株式会社 社外監査役

― 7―



◯２社外役員の主な活動状況

（３）取締役及び監査役の報酬等の額

（２）社外役員に関する事項
�他の法人等の社外役員の兼任状況及び当社と当該他の法人等との関係
社外監査役加藤文夫氏は、セイノーホールディングス株式会社の社外監査役
を兼務しております。なお、当社と同社との間には、印刷受注等の取引関係が
あります。

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んで
おりません。

２．当事業年度に係る役員退職慰労引当金として計上した１４，７３９千円
（取締役１０名分１３，９５６千円、監査役５名分７８３千円（うち社外監
査役３名分２７０千円））を含んでおります。
なお、当事業年度末における役員退職慰労引当金の総額は２８７，１２５
千円であります。

３．取締役報酬限度額は、平成１８年６月２７日開催の第６１回定時株主総
会において年額３６０，０００千円以内と決議しております。

４．監査役報酬限度額は、平成１８年６月２７日開催の第６１回定時株主総
会において年額４８，０００千円以内と決議しております。

区 分 氏 名 主な活動内容

監 査 役 藤塚 清治

当事業年度開催の取締役会１６回のうち１３
回に出席し、また、監査役会においては
１２回のうち全てに出席し、報告事項や決
議事項及び監査について適宜質問をする
とともに、必要に応じ、主に税理士として
の専門的見地から意見を述べております。

監 査 役 加藤 文夫

当事業年度開催の取締役会１６回のうち１２
回に出席し、また、監査役会においては
１２回のうち全てに出席し、報告事項や決
議事項及び監査について適宜質問をする
とともに、必要に応じ、主に税理士として
の専門的見地から意見を述べております。

監 査 役 伊藤 暁

当事業年度開催の取締役会１６回のうち１２
回に出席し、また、監査役会においては
１２回のうち全てに出席し、報告事項や決
議事項及び監査について適宜質問をする
とともに、必要に応じ、主に経験豊富な
経理部門について意見を述べております。

区 分 支給人員 報酬等の額

取 締 役 １０名 １２２，１９６千円

監 査 役
（うち社外監査役）

５名
（３名）

１４，７３３千円
（５，６７０千円）

合 計 １５名 １３６，９２９千円
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５．会計監査人の状況
（１）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①当社の会計監査人としての報酬等の額 １６，０００千円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区
分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。

◯２当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 １６，０００千円

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
（取締役会の方針）
当社は、会社法第３４０条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、
原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合
には、監査役会の同意又は請求により、会計監査人の解任又は不再任に関す
る議題を株主総会に提案いたします。
（監査役会の方針）
当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合
及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会は、その事実
に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が
妥当と判断した場合は、取締役会に対して「会計監査人の解任又は不再任」
を株主総会の付議議案とすることを請求いたします。

６．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において上記体制について、次のとおり決議しております。
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
・取締役は、コンプライアンス（法令順守）に関する規程の制定及び内部通
報制度を構築するとともに、コンプライアンス・リスク委員会を設置し、
運用管理する。
◯２取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役は、社内規程に基づき、各種会等の議事録を作成保存するとともに、
重要な職務の執行及び決裁にかかる情報について記録し、適切に管理する。
◯３損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役は、リスク管理に関する規程を制定するとともに、コンプライアン
ス・リスク委員会を設置し、運用管理する。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役は、職務権限に関する規程を制定し、監査室が運用状況を監視する。
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⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制
・取締役は、関係会社の管理に関する規程を制定し、監査室が運用状況を監
視する。
⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項
・内部統制推進室は、監査役会の協議に基づき監査役が求めた事項の監査を
実施し、その結果を監査役会に報告する等、監査役の監査を補助する。
⑦上記⑥の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・前号の監査については、取締役及び各部門長の指揮命令には服さないもの
とする。
⑧取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告
に関する体制
取締役及び使用人は、監査役（会）に対し、次の事項について遅滞なく報
告するものとする。
・会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事実
・取締役の職務遂行に関して不正行為、法令、定款に違反する行為
・内部通報制度による運用及び通報の状況
・毎月の経営状況の重要な事項
・内部監査結果の状況
・子会社及び関連会社に関する重要な事項
⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長と半期ごとに１回、監査室及び内部統制推進室と四半期ご
とに１回の意見・情報交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効
率性の向上を目指す。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、将来における経営体質の強化や収益の向上に必要な設備投資、研究
開発等を実行するための内部留保資金を確保しつつ、経営成績などを勘案し、
安定かつ継続的に行うことを配当政策の基本方針としております。
今後につきましても基本方針を維持しつつ、中長期的な設備計画、事業展開
を図る中で、株主に対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけ、
一層の株主価値向上を目指し、経営成績を考慮した配当政策を実施してまいり
ます。
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貸借対照表

（平成２３年３月３１日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額

（資産の部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
電 話 加 入 権
施 設 利 用 権
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
破産更生債権等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
会 員 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金

５，８５０，８６５
１，４１８，８１３
１，１２３，３５８
２，６０８，６６７
１００，０８０
９７，６６４
２５６，６００
９３，７１４
１１，７１８
１５２，０００
４２，５７２

△５４，３２５
１１，７２４，５４７
８，７１６，５７２
２，２１１，５４５
４２，９３３

２，３７９，１４８
２８，２１４
５８，０４６

３，８３２，７３７
１６３，９４６
７１，７４１
９５０

３１，８０９
３２，６９８
５，９３３
３４９

２，９３６，２３３
２，１１７，２５２
５０，０００
１，００６
１，６１８
１１０，３３４
５５３，０００
６１，９５８
５４，４２８

△１３，３６６

資 産 合 計 １７，５７５，４１２

科 目 金 額

（負債の部）
流 動 負 債
支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 消 費 税 等
未 払 法 人 税 等
前 受 金
預 り 金
前 受 収 益
賞 与 引 当 金
設備関係支払手形
設備関係未払金
そ の 他
固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
そ の 他

５，００９，２７８
３４１，５６６
１，４６８，０７４
２，０００，０００
１２７，５０６
４７，４０４
１２５，４０６
４０８，７６５
８３，５８５
２３，０００
１８，９３８
３２，５５８
４６８

２５７，０００
４７，８４４
２５，５３６
１，６２４

２，３８１，６８３
１４３，３３９
１５７，２５１
１，７８４，０５３
２８７，１２５
９，９１４

負 債 合 計 ７，３９０，９６２
（純資産の部）
株 主 資 本
資 本 金
資本剰余金
資 本 準 備 金
利益剰余金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金
自 己 株 式

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

９，８８７，９４５
１，２３６，１１４
１，０４９，５３４
１，０４９，５３４
８，００７，５３２
１１４，９４９
７，８９２，５８２
７，５００，０００
３９２，５８２

△４０５，２３６
２９６，５０４
２９６，５０４

純 資 産 合 計 １０，１８４，４４９
負債・純資産合計 １７，５７５，４１２
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損益計算書

（自 平成２２年４月１日 至 平成２３年３月３１日）
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高
売 上 原 価
売 上 総 利 益

販売費及び一般管理費
営 業 利 益

営業外収益
受取利息及び配当金
不 動 産 賃 貸 料
そ の 他

営業外費用
支 払 利 息
不 動 産 賃 貸 費 用
そ の 他
経 常 利 益

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投資有価証券売却益
貸 倒 引 当 金 戻 入 額
退職給付制度終了益
そ の 他

特 別 損 失
固定資産売却廃棄損
投資有価証券評価損
会 員 権 評 価 損
そ の 他
税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益

３８，０２２
６６，３６５
４７，５６１

２９，３１０
２９，８０３
４，６７２

３４３
６２１

４３，３２３
１５６，４５９

９８

１，６４４
１８３，２８８
５，２８０
２８

１１，８０６
１５３，７１２

１４，１３８，１９０
１１，６４３，４５８
２，４９４，７３２
２，４１６，１４１
７８，５９０

１５１，９４９

６３，７８６
１６６，７５３

２００，８４６

１９０，２４１
１７７，３５９

１６５，５１９
１１，８４０
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株主資本等変動計算書

（自 平成２２年４月１日 至 平成２３年３月３１日）
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰余金

平成２２年３月３１日残高 １，２３６，１１４ １，０４９，５３４ １，０４９，５３４ １１４，９４９ ７，５００，０００ ４８３，９５８ ８，０９８，９０７ △４０５，１９５ ９，９７９，３６１

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △１０３，２１５ △１０３，２１５ △１０３，２１５

当期純利益 １１，８４０ １１，８４０ １１，８４０

自己株式の取得 △４０ △４０

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － － － △９１，３７５ △９１，３７５ △４０ △９１，４１６

平成２３年３月３１日残高 １，２３６，１１４ １，０４９，５３４ １，０４９，５３４ １１４，９４９ ７，５００，０００ ３９２，５８２ ８，００７，５３２ △４０５，２３６ ９，８８７，９４５

評価・換算差額等

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成２２年３月３１日残高 ２４１，５６１ ２４１，５６１ １０，２２０，９２３

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △１０３，２１５

当期純利益 １１，８４０

自己株式の取得 △４０

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

５４，９４２ ５４，９４２ ５４，９４２

事業年度中の変動額合計 ５４，９４２ ５４，９４２ △３６，４７３

平成２３年３月３１日残高 ２９６，５０４ ２９６，５０４ １０，１８４，４４９
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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
�子会社株式………………移動平均法による原価法
�その他有価証券…………時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法
�製品及び仕掛品…………個別法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
�原材料……………………総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
�貯蔵品……………………最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
（３）固定資産の減価償却の方法
�有形固定資産（リース資産を除く）
法人税法に規定する方法と同一の基準による定率法によっております。
ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）につい
ては、定額法を採用しております。
�無形固定資産（リース資産を除く）
法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。
�リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日
が平成２０年３月３１日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。

（４）引当金の計上基準
�貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。
�賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

�退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、期首において算定した当事業年度末にお
ける退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ翌期から費用処理
しております。
�役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要
支給額を計上しております。

（５）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．重要な会計方針の変更
資産除去債務に関する会計基準
当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第１８号 平
成２０年３月３１日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第２１号 平成２０年３月３１日）を適用しております。
これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。

３．追加情報
退職給付引当金
当社は、退職給付制度のうち、適格退職年金制度に係る部分について平成２２
年７月１日から確定拠出年金制度に移行しております。この移行に伴う会計処
理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適
用指針第１号）を適用し、１５６，４５９千円の特別利益を計上しております。

４．貸借対照表に関する注記
（１）担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
建 物 ４１６，２７５千円
土 地 ２，１３７，３９１千円
計 ２，５５３，６６７千円

担保に係る債務
短期借入金 １，０７０，０００千円
１年内返済予定の長期借入金 １２７，５０６千円
長期借入金 １４３，３３９千円
計 １，３４０，８４５千円

（２）有形固定資産の減価償却累計額 １２，５１８，７９６千円
（３）関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 １，１５５千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 １４，０３７千円
売上原価 ７，６０３千円
営業取引以外の取引高 ５，８７４千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
（１）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 １７，８２５，０５０株
（２）当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 ６２２，５５８株
（３）剰余金の配当に関する事項
�配当金支払額

�基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となる
もの

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
土地減損損失 ４４７，０２７千円
投資有価証券評価損 １０１，３３０千円
会員権評価損 ５０，５１６千円
貸倒引当金 ７，３５２千円
未払社会保険料（賞与） １４，５５５千円
未払事業税 ４，３７４千円
賞与引当金 １０２，２０８千円
退職給付引当金 ７０９，５１８千円
役員退職慰労引当金 １１４，１８９千円
繰越欠損金 １１，６７８千円
その他 １９，６６９千円
繰延税金資産小計 １，５８２，４２２千円
評価性引当額 △６９５，９０４千円
繰延税金資産合計 ８８６，５１７千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △１８１，５１７千円
繰延税金負債合計 △１８１，５１７千円
繰延税金資産の純額 ７０５，０００千円

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

平成２２年５月２１日
取締役会 普通株式 ５１，６０７ ３．０ 平成２２年３月３１日 平成２２年６月１１日

平成２２年１１月４日
取締役会 普通株式 ５１，６０７ ３．０ 平成２２年９月３０日 平成２２年１２月６日

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

平成２３年５月２０日
取締役会 普通株式 ５１，６０７ ３．０ 平成２３年３月３１日 平成２３年６月１０日
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８．退職給付に関する注記
（１）採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、適格退職年金制度及び
厚生年金基金制度を設けておりましたが、平成２２年７月に適格退職年金制度を
確定拠出年金制度に移行しております。
なお、当社は、中部印刷工業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生
年金基金制度は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算できない
場合に該当しますので、当該厚生年金基金への要拠出額を退職給付費用として
処理しております。要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制
度に関する事項は次のとおりであります。
�制度全体の積立状況に関する事項（平成２２年３月３１日現在）
年金資産の額 ２７，２５４，４７７千円
年金財政計算上の給付債務の額 ３９，９８４，３２６千円
差引額 △１２，７２９，８４８千円

�制度全体に占める当社の給与総額割合（平成２２年３月分給与総額割合）
１０．２％

�補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務５，９６６，６９１
千円、資産評価調整加算額４，１６２，７３０千円及び繰越不足金９，７０６，０８４千円と当
年度剰余金７，１０５，６５６千円の差額であります。本制度における過去勤務債務
の償却方法は元利均等方式であり、当社は当事業年度の計算書類上、特別掛
金６１，９４５千円を費用処理しております。
なお、上記②の割合は当社の実際の負担割合とは一致しておりません。

（２）退職給付債務に関する事項（平成２３年３月３１日現在）
退職給付債務 △１，７６８，５４３千円
年金資産 ― 千円
未積立退職給付債務 △１，７６８，５４３千円
未認識数理計算上の差異 △１５，５１０千円
退職給付引当金 △１，７８４，０５３千円

（注）適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行に伴う影響額は次のとお
りであります。
退職給付債務の減少 ６１０，１６１千円
年金資産の減少 △４７６，９７１千円
未認識数理計算上の差異 ６０，２１８千円
退職給付引当金の減少 １９３，４０８千円

（３）退職給付費用に関する事項（自平成２２年４月１日 至平成２３年３月３１日）
勤務費用 ２６９，３１８千円
利息費用 ３６，３７０千円
期待運用収益 △２４９千円
数理計算上の差異の費用処理額 △７，２９８千円
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確定拠出年金への掛金支払額 ２７，４５３千円
退職給付費用 ３２５，５９３千円
確定拠出年金制度への移行に伴う損益 △１５６，４５９千円
合計 １６９，１３３千円

（注）上記勤務費用には、中部印刷工業厚生年金基金への要拠出額１６９，４８８千円
を含めております。

（４）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
割引率 ２．０％
期待運用収益率 ０．３％

９．リースにより使用する固定資産に関する注記
リース取引開始日が平成２０年３月３１日以前の所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っており
ます。

（１）リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

（２）未経過リース料期末残高相当額
１年内 ２３，１７８千円
１年超 ２６，６２４千円
合 計 ４９，８０２千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資
産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定して
おります。

（３）支払リース料及び減価償却費相当額
支払リース料 ４０，９２７千円
減価償却費相当額 ４０，９２７千円

（４）減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

１０．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定

（注）取得原価相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高
等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

取得原価相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

機械及び装置 １７８，７６８千円 １３１，２５９千円 ４７，５０９千円

車両運搬具 ７，９８１千円 ６，５０９千円 １，４７１千円

工具、器具及び備品 １，２３０千円 ９４６千円 ２８４千円

ソフトウエア １７，３０７千円 １６，７７０千円 ５３７千円

合 計 ２０５，２８７千円 １５５，４８５千円 ４９，８０２千円
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し、また、資金調達については銀行借入による方針です。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま
すが、債権管理規程に従い、営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタ
リングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化
等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の
変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財
務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して、保有状況を
継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、４ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入
金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変
動リスクに晒されていますが、基本的にリスクの低い短期のものに限定してお
ります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、資金繰計画
を作成するなどの方法により管理しております。

（２）金融商品の時価等に関する事項
平成２３年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものは含めておりません（（注）２．参照）。 （単位：千円）

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
①現金及び預金、②受取手形、③売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額によっております。

④有価証券及び投資有価証券
株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は
取引金融機関等から提示された価格あるいは将来キャッシュ・フ
ローを満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り
引いた現在価値により算定しております。

貸借対照表計上額 時 価 差 額
①現金及び預金
②受取手形
③売掛金
④有価証券及び投資有価証券

１，４１８，８１３
１，１２３，３５８
２，６０８，６６７
２，０８４，０２５

１，４１８，８１３
１，１２３，３５８
２，６０８，６６７
２，０８４，０２５

－
－
－
－

資産計 ７，２３４，８６５ ７，２３４，８６５ －
①支払手形
②買掛金
③短期借入金
④長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

３４１，５６６
１，４６８，０７４
２，０００，０００
２７０，８４５

３４１，５６６
１，４６８，０７４
２，０００，０００
２７０，２１７

－
－
－

△６２７
負債計 ４，０８０，４８５ ４，０７９，８５８ △６２７
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１１．賃貸等不動産に関する注記
（１）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、支店ビルの一部を賃貸用として使
用しており、その他賃貸用の駐車場等を有しております。

（２）賃貸等不動産の時価に関する事項 （単位：千円）

１２．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 ５９２円０３銭
（２）１株当たり当期純利益 ０円６９銭

負 債
①支払手形、②買掛金、③短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額によっております。

④長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を、
同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在
価値により算定しております。変動金利によるものは、短期間で
市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっ
ていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられる
ため、当該帳簿価額によっております。

２．非上場株式（貸借対照表計上額１３３，３０６千円）は、市場価格がなく、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、「④有価証
券及び投資有価証券」には含めておりません。

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累
計額を控除した金額であります。

２．当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士
による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件については「不
動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額等であります。
ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反
映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、
当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

貸借対照表計上額 時 価

６４２，１０１ ７７８，４９６
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、サンメッセ
株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第６６期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並
びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細
書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属
明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として
の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査
法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以 上

サンメッセ株式会社
取 締 役 会 御 中

平成２３年５月１３日

有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 岡 正 明 ◯印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 淺 井 孝 孔 ◯印
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第６６期事業年
度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施
状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重
要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締
役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視
及び検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告
及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して
いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて
説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸
借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反
する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。
平成２３年５月２０日

サンメッセ株式会社 監査役会

以 上

常勤監査役 長 屋 英 機 ◯印
監 査 役 吉 野 � 城 ◯印
監 査 役 藤 塚 清 治 ◯印
監 査 役 加 藤 文 夫 ◯印
監 査 役 伊 藤 暁 ◯印

（注）監査役藤塚清治、監査役加藤文夫及び監査役伊藤暁は、会社法第２条第１６号及び第３３５条
第３項に定める社外監査役であります。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
医薬品、医薬部外品及び化粧品の包装、表示、保管などの物流サービス
を提供するため、現行定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うもので
あります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。）

（次頁へ続く）

第２号議案 取締役１１名選任の件
取締役全員（１０名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営陣の充実強化を図るため１名増員し、取締役１１名の選
任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

（目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと
を目的とする。
１．～

（省 略）
８．
９．医療機器の製造及び製造販売

１０．前各号に附帯する一切の業務

（目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと
を目的とする。
１．～

（現行どおり）
８．
９．医薬品、医薬部外品、化粧品及
び医療機器の製造並びにこれらの
製造販売

１０． （現行どおり）

現 行 定 款 変 更 案

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

１

た なか よし ゆき

田 中 良 幸
（昭和１５年３月５日生）

昭和３９年１１月
当社入社

平成１０年６月
当社代表取締役社長

平成１８年６月
当社代表取締役会長（現任）

６４８，１１２株

― 23 ―



（次頁へ続く）

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

２

た なか かつ ひで

田 中 勝 英
（昭和１７年２月１３日生）

昭和３９年４月
当社入社

平成１３年１０月
当社代表取締役専務取締役管理本部長

平成１８年６月
当社代表取締役社長

平成２１年６月
当社代表取締役副会長（現任）

６４６，５００株

３

た なか ぎ いち

田 中 義 一
（昭和１９年３月２５日生）

昭和４１年２月
当社入社

平成１３年１０月
当社代表取締役専務取締役営業本部長

平成１９年６月
当社代表取締役副社長

平成２１年６月
当社代表取締役社長（現任）

７１６，２１０株

４

き むら のぶ お

木 村 伸 男
（昭和２６年１２月２０日生）

昭和４９年３月
当社入社

平成１４年６月
当社取締役東京営業部長

平成１８年６月
当社取締役執行役員東京営業部長

平成１９年６月
当社取締役執行役員製造本部長

平成２１年６月
当社取締役執行役員監査室長（現任）

２０，４８０株

５

まつ い いわお

松 井 巌
（昭和２６年７月１６日生）

昭和５２年３月
当社入社

平成１７年６月
当社執行役員本社営業部長

平成１９年６月
当社取締役執行役員営業本部長兼本社営業部
長

平成２０年８月
当社取締役執行役員営業本部長

平成２１年７月
当社取締役執行役員営業本部長兼公共営業部
長（現任）

３，７００株

６

なが い よし ろう

長 井 芳 郎
（昭和３１年２月７日生）

昭和５３年３月
当社入社

平成１７年６月
当社執行役員名古屋営業部長

平成１９年６月
当社取締役執行役員営業副本部長兼名古屋営
業部長（現任）

２０，７８０株
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（次頁へ続く）

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

７

みず たに かず のり

水 谷 和 則
（昭和３１年３月３０日生）

昭和５４年４月
当社入社

平成１７年６月
当社執行役員営業開発室長兼名古屋営業部長

平成１８年６月
当社執行役員営業開発室長

平成１８年１０月
当社執行役員営業開発部長

平成１９年６月
当社取締役執行役員営業副本部長兼営業開発
部長（現任）

２１，０２０株

８

た なか しょういちろう

田 中 尚一郎
（昭和３８年１２月２０日生）

平成元年１２月
当社入社

平成１７年６月
当社執行役員赤坂営業部長

平成１９年６月
当社取締役執行役員東京営業部長

平成２２年４月
当社取締役執行役員関東統括部長

平成２２年６月
当社取締役執行役員営業副本部長兼関東統括
部長（現任）

２６８，２３４株

９

いま い みのる

今 井 稔
（昭和３１年６月１５日生）

昭和５５年４月
当社入社

平成１２年８月
当社名古屋営業部長

平成１８年６月
当社執行役員マーケティング開発室長

平成１８年１０月
当社執行役員マーケティング開発部長

平成２１年６月
当社取締役執行役員マーケティング開発部長

平成２１年７月
当社取締役執行役員購買本部長兼購買部長
（現任）

９，３４０株

１０

たけ ばやし けい じ

竹 林 啓 路
（昭和３３年９月８日生）

昭和５７年４月
当社入社

平成１２年７月
当社本社工場長

平成１８年６月
当社執行役員本社工場長

平成１９年６月
当社執行役員製造副本部長

平成２１年６月
当社取締役執行役員製造本部長（現任）

１１，２００株

― 25 ―



（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．※印は、新任の取締役候補者です。

第３号議案 監査役１名選任の件
監査役伊藤 暁氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますの
で、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．伊藤 暁氏は、社外監査役の候補者であります。
３．社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
（１）社外監査役候補者とした理由

伊藤 暁氏は、経理部門の経験が長く、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しておられることから、社外監査役として選任をお願いするも
のであります。

（２）社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数
伊藤 暁氏の社外監査役の在任期間は、本株主総会終結の時をもって

４年であります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

い とう さとる

伊 藤 暁
（昭和１９年１０月３日）

昭和４３年４月
株式会社岐阜新聞入社

昭和４６年５月
中京テレビ放送株式会社入社

平成１２年６月
同社取締役経理局長

平成１５年６月
同社常勤監査役

平成１９年６月
当社監査役（現任）

０株

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

１１
※い とう さとる

伊 東 覚
（昭和３５年１月９日生）

昭和５９年４月
当社入社

平成１０年５月
当社管理開発室長

平成１５年８月
当社中工場長

平成１９年６月
当社本社工場長

平成２１年６月
当社執行役員製造副本部長兼本社工場長
（現任）

２２，７００株
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第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって退任されます監査役藤塚清治氏に対し、その
在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰
労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、監査役の協議にご一任
願いたいと存じます。
退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

以 上

氏 名 略 歴
ふじ つか せい じ

藤 塚 清 治 平成１５年６月 当社監査役（現任）

― 27 ―



株主総会会場ご案内図

JR東海道本線大垣駅よりタクシーで約１０分
JR東海道新幹線岐阜羽島駅よりタクシーで約３０分
名神高速道路大垣インターより車で約２０分

養老鉄道養老線


